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○
原
子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
に
関
す
る
省
令

○
原
子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
に
関
す
る
省
令
に
基
づ
く
告
示
・
通
達

○
原
子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
に
関
す
る
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
積
立
率
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正

経
済
産
業
省
令
第
二
十
号

改
正

平
成

十
九
年
九
月
二
五
日
経
済
産
業
省
令
第

六
三
号

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

改
正

平
成
二
十
五
年
七
月

八
日
経
済
産
業
省
令
第

三
六
号

経
済
産
業
省
告
示
第
七
十
七
号

改
正

平
成
二
十
八
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第

五
〇
号

原
子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
経
済
産

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
三
十
五
条
の
規

業
省
令
第
二
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
原
子
力
発
電
工
事
償
却
準
備

定
を
実
施
す
る
た
め
、
原
子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
に
関
す
る
省

引
当
金
に
関
す
る
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
積
立

令
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

率
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
九
年
経
済
産
業
省
告
示
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

原
子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
に
関
す
る
省
令

「
百
分
の
二
十
六
」
を
「
百
分
の
十
八
」
に
改
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

○
原
子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
に
関
す
る
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
積
立
率
を
定
め
る
告
示

一

「
特
定
工
事
」
と
は
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料

物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六

十
六
号
。
以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う

）
第
四
十
三
条
の
四
第
一

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

。

項
に
規
定
す
る
実
用
発
電
用
原
子
炉
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
の
設
置
の
工

経
済
産
業
省
告
示
第
八
十
五
号

。

事
を
い
う
。

二

「
対
象
発
電
事
業
者
」
と
は
、
特
定
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
原
子
炉
等

改
正

平
成
十
九
年

九
月
二
五
日
経
済
産
業
省
告
示
第
二
三
六
号

規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
電
気
事
業
法
第

二
条
第
一
項
第
十
五
号
に
規
定
す
る
発
電
事
業
者
を
い
う
。

原
子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
経
済
産

業
省
令
第
二
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
積

（
積
立
て
）

立
率
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条

対
象
発
電
事
業
者
は
、
特
定
工
事
ご
と
に
、
当
該
特
定
工
事
の
計
画

に
つ
い
て
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
項
の
認
可
を
受
け

原
子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
に
関
す
る
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
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た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
か
ら
当
該
特
定
工
事
の
施
工
に
よ
り
設
置
し
た
実

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
積
立
率
は
、
百
分
の
二
十
六
と
す
る
。

、

用
発
電
用
原
子
炉
に
お
い
て
発
電
し
た
電
気
に
つ
い
て
一
般
送
配
電
事
業
者

送
電
事
業
者
又
は
特
定
送
配
電
事
業
者
に
供
給
を
開
始
す
る
日
（
以
下
「
供

○
原
子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
に
関
す
る
省
令
第
三
条
第
一
項
の
規
定

給
開
始
日

と
い
う

の
属
す
る
事
業
年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て

」

。
）

、

に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
取
崩
率
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
当
該
特
定
工
事
の
施
工
に
伴
っ
て
取
得
す
る
原
子

力
発
電
設
備
の
う
ち
原
子
炉
、
タ
ー
ビ
ン
、
発
電
機
そ
の
他
の
装
置
の
取
得

に
要
し
た
支
出
の
額
に
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
積
立
率
を
乗
じ
て
計
算
し

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日

た
金
額
を
、
原
子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ

経
済
産
業
省
告
示
第
六
十
五
号

ば
な
ら
な
い
。

原
子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
経
済
産

（
取
崩
し
）

業
省
令
第
二
十
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
原
子
力
発
電
工
事
償

第
三
条

対
象
発
電
事
業
者
は
、
特
定
工
事
ご
と
に
、
供
給
開
始
日
の
属
す
る

却
準
備
引
当
金
に
関
す
る
省
令
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣

事
業
年
度
か
ら
そ
の
事
業
年
度
開
始
の
日
以
後
四
年
（
供
給
開
始
日
の
属
す

が
定
め
る
取
崩
率
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
九
年
経
済
産
業
省
告
示
第
八
十
六

る
月
が
四
月
で
な
い
場
合
に
は
、
五
年
）
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

度
（
以
下
「
最
終
事
業
年
度
」
と
い
う

）
ま
で
の
各
事
業
年
度
終
了
の
日
に

律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月

。

お
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
当
該
特
定
工
事
に
係
る
原

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
の
前
事
業
年
度
末
の
残
高
か
ら
、
同
条
の

規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
当
該
特
定
工
事
に
係
る
原
子
力
発
電
工
事
償

本
則
中
「
送
電
開
始
日
」
を
「
供
給
開
始
日
」
に
改
め
る
。

送
電

開
始

日
供

給
開

始
日

送
電

開
始

事
業

却
準
備
引
当
金
の
総
額
に
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
取
崩
率
を
乗
じ
て
計
算

別
表
第
一
中
「

」
を
「

」
に

「
、

し
た
金
額
（
当
該
計
算
し
た
金
額
が
前
事
業
年
度
末
の
残
高
を
超
え
る
場
合

」
を
「

」
に
改
め
る
。

年
度

供
給
開
始
事

業
年
度

送
電
開
始

事
業
年

度
供
給
開
始

事
業
年
度

送

に
は
、
当
該
超
え
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
を
取
り
崩
さ
な
け
れ
ば
な
ら

別
表
第
二
中

を

に

「

」

「

」

、「

な
い
。

」
を
「

」
に
改
め
る
。

電
開
始
日

供
給
開

始
日

２

対
象
発
電
事
業
者
は
、
特
定
工
事
ご
と
に
、
最
終
事
業
年
度
の
年
度
末
に

お
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
当
該
特
定
工
事
に
係
る
原

○
原
子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
に
関
す
る
省
令
第
三
条
第
一
項
の
規
定

子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
取
崩
し

に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
取
崩
率
を
定
め
る
告
示

を
行
っ
た
後
に
な
お
残
高
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
残
高
の
全
額
を
取
り
崩
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

対
象
発
電
事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
に
つ
い
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
崩
す
場

経
済
産
業
省
告
示
第
八
十
六
号

合
又
は
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
原
子
力
発
電
工
事
償
却
準

備
引
当
金
を
取
り
崩
し
て
は
な
ら
な
い
。

改
正

平
成
十
九
年

九
月
二
五
日
経
済
産
業
省
告
示
第
二
三
七
号
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附

則

原
子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
経
済
産

（
施
行
期
日
）

業
省
令
第
二
十
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
大
臣
が
定

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

め
る
取
崩
率
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す

（
経
過
措
置
）

る
。

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

認
可
さ
れ
た
特
定
工
事
の
計
画
で
あ
っ
て
、
当
該
認
可
を
受
け
た
日
が
平
成

原
子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
に
関
す
る
省
令
第
三
条
第
一
項
の
規
定

十
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
も
の
に
係
る
特
定
工
事
に
つ
い
て
は
、
こ
の

に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
取
崩
率
は
、
別
表
第
一
の
左
欄
に
掲
げ
る
取

省
令
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

崩
し
を
行
う
事
業
年
度
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る

数
値
（
送
電
開
始
日
の
属
す
る
月
が
四
月
で
な
い
場
合
は
、
別
表
第
二
の
左
欄

附

則
（
平
成
十
九
年
九
月
二
五
日
経
済
産
業
省
令
第
六
三
号
）

に
掲
げ
る
取
崩
し
を
行
う
事
業
年
度
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

欄
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
）
と
す
る
。

別
表

第
１

附

則
（
平
成
二
十
五
年
七
月
八
日
経
済
産
業
省
令
第
三
十
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る

事
業

年
度

取
崩

率

規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
七
月
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

0.38

附

則
（
平
成
二
十
八
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
五
〇
号
）
抄

送
電

開
始

日
の
属

す
る
事
業

年
度

（
施
行
期
日
）

（

「

」

以
下

送
電

開
始
事
業
年

度

第
一
条

こ
の
省
令
は

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

以
下

改

）

、

（

「

と
い

う

。

正
法
」
と
い
う

）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

。

0.27

る
。

送
電

開
始

事
業
年

度
の
翌
事
業

年

度

0.19
送

電
開
始
事
業

年
度
の
翌々

事
業

年
度

0.11
送
電
開
始
事

業
年
度

か
ら
起
算

し

て
３

年
目
の
事

業
年
度

0.05
送
電

開
始
事
業
年

度
か
ら
起

算
し

て
４
年
目
の

事
業
年

度
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別
表
第

２

事
業

年
度

取
崩

率

送
電
開
始
事

業
年
度

Ａ

×
0.38

12

送
電
開
始
事
業

年
度
の
翌

事
業
年

Ａ
Ａ

(
)

＋

×

度
×

－
0.38

1
0.27

12
12

送
電

開
始
事
業

年
度
の
翌々

事
業

Ａ
Ａ

(
)

＋

×

年
度

×
－

0.27
1

0.19
12

12

送
電

開
始

事
業
年

度
か
ら
起

算
し

Ａ
Ａ

(
)

＋

×

て
３
年
目
の

事
業
年

度
×

－
0.19

1
0.11

12
12

送
電

開
始

事
業
年

度
か
ら
起
算

し
Ａ

Ａ

(
)

＋

×

て
４
年
目
の
事

業
年
度

×
－

0.11
1

0.05
12

12

送
電
開
始

事
業
年
度

か
ら
起
算

し
Ａ

(
)

て
５
年
目
の
事

業
年
度

×
－

0.05
1

12

こ
の
表
に
お

い
て

Ａ
は

送
電
開
始

日
の
属

す
る

月
か
ら

送
電

開
始
事

、

。

業
年

度
の
末
日
の

属
す
る
日

ま
で
の
月
数

を
表
す
も
の

と
す
る
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○
原
子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
に
関
す
る
省
令
の
解
釈
に
つ
い
て

十

九

資

電

部

第

六

号

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

原
子
力
発
電
工
事
償
却
準
備
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
経
済
産

業
省
令
第
二
十
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

省
令
第
二
条
に
規
定
す
る
「
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
当
該
特
定
工
事
の
施

工
に
伴
っ
て
取
得
す
る
原
子
力
発
電
設
備
の
う
ち
原
子
炉
、
タ
ー
ビ
ン
、
発
電

機
そ
の
他
の
装
置
の
取
得
に
要
し
た
支
出
の
額
」
に
配
賦
す
る
総
係
費
は
、
当

該
事
業
年
度
に
お
い
て
発
生
す
る
総
係
費
に
、
積
立
て
を
行
う
前
事
業
年
度
末

に
お
け
る
電
気
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
七
号
）

第
六
条
に
規
定
す
る
帳
簿
原
価
の
う
ち
原
子
力
発
電
設
備
に
占
め
る
機
械
装
置

及
び
諸
装
置
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

附

則

こ
の
通
達
は
、
平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。


